
マイナンバーカードを利用して、e-Taxをご利用されたことがありますか？

はい or 覚えていない

はい

お持ちの書類に記載又は表示さ
れた利用者識別番号をご利用
いただけます。

※ この番号を税理士へお伝えください。

いいえ

「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」 を ご自身の住所地を
管轄する税務署に提出し、利用者識別番号を確認してください。

※ 届出書の提出は税理士へ依頼することもできます。
※ 利用者識別番号が不明な場合は、変更等届出書を

提出してください。

利用者識別番号が分かる方
下欄に利用者識別番号を記載してください（確認方法は以下の手順をご覧ください。）。

利用者識別番号を取得したことがない又は分からない方
利用者識別番号の取得又は確認はご自身で行うか、税理士に依頼することもできます。

税理士に利用者識別番号の取得又は確認を依頼する。
ご自身の住所地を管轄する税務署に利用者識別番号の取得又は確認を行い、後日、税理士に
利用者識別番号を伝える。

住所 氏名

e-Taxのご利用に当たって（利用者識別番号の確認・取得について）

【利用者識別番号】

いいえ

利用者識別番号の確認手順

はい いいえ

e-Taxソフト（WEB版）のマイページ（基本情報）を確認できますか？

XXXX XXXX XXXX XXXX
【利用者識別番号の確認方法】

利用者識別番号が確認できる書類はお持ちですか？
－書類の一例－

◎申告書等送信票 ◎確定申告のお知らせ

e-Taxのご利用には、申告される方１名につき、１つの利用者識別番号（16桁）が必要です。
なお、過去に所得税や贈与税などの申告でe-Taxをご利用されたことがある場合、その際に用いた利用者識

別番号をご利用ください。税理士に申告書の作成を依頼される際は、利用者識別番号の有無に応じて、以下を
財産取得者（相続人等）ごとに記入いただき、この用紙を税理士にお渡しください。

マイナンバーカード等で
e-Taxソフト（WEB版）
へログインいただくと、
マイページ（基本情報）
から、利用者識別番号の
確認ができます。

【変更等届出書の作成】

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kanbenka/25.htm#tabs_2
https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm#tabs_2
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